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第16回全国離島交流中学生野球大会参加チーム宿泊輸送等業務 仕様書 

 

１ 件名 

第16回全国離島交流中学生野球大会参加チーム宿泊輸送等業務  

 

２ 目的 

全国離島交流中学生野球大会は、地理的環境から島外との交流機会の少ない全国の離島

の中学生が一堂に会し、野球を通じて「島」と「島」の交流を図ることにより、新たな人

間形成や健全な少年・少女の育成を促進することで、将来を通じた離島地域の振興に寄与

することを目的としており、令和７年度に沖縄県宮古島市で開催する「第16回全国離島交

流中学生野球大会」において、大会を成功させるためにも、大会参加チーム等の宿泊や輸

送等に対し利便性を考慮し、安全かつ円滑に業務を行うこととする。 

 

３ 大会開催概要 

（１） 期間  令和７年８月１８日（月）～令和７年８月２２日（金） 

（２） 日程（案） 

※試合会場や時間等は、公募開始時点のものであり、今後変更となる場合がある。 

 

（３）業務場所 

前項「（２）日程（案）」を基本とするが、今後、第１６回全国離島交流中学生野

球大会実行委員会（以下「実行委員会」という。）による事業計画の変更が生じた場

合は、実行委員会が指定する場所とする。 

 内容（予定） 会場 

8月17日(日) 

来島日 
各地から宮古島へ移動 

 

8月18日(月) 

来島日 

開会式等 

16:00 開会式 

17:00 監督・審判会議 

19:00 歓迎レセプション 

マティダ市民劇場 

マティダ市民劇場 

ホテルアトールエメラルド 

8月19日(火) 

大会1日目 
9:00 大会（1回戦・2回戦） 伊良部球場 

宮古島市民球場 

宮古島市下地球場 

宮古島市営球場 
8月20日(水) 

大会2日目 

9:00 大会（準々決勝・準決勝） 

交流試合 

8月21日(木) 

大会3日目 

8:00 大会（決勝） 

10:30 表彰式・閉会式 

12:30 野球教室 

15:00 キャッチボールクラシック 

18:00 さよならパーティー 

伊良部球場 

〃 

 〃 

 〃 

宮古島ＪＴＡドーム 

8月22日(金) 

帰島日 
宮古島から各地へ移動 
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４ 履行期間 

  委託契約締結の日から、令和７年９月３０日（火）まで 

 

５ 業務内容 

 （１）設定に関すること   

① 輸送経路、距離、所要時間、配車地等の諸条件を整理し、輸送経路図等を作成す

る。 

② 大会会場、宿舎など使用を予定する施設周辺を調査し、乗降場設置箇所、バス待

機場等を検討し、駐車場・乗降場利用計画を作成する。 

 

（２） 参加予定チーム(自治体)  

チーム参加人数は、１チーム最大２１名 

（内訳：選手１８名 監督・コーチ・帯同審判員 各１名） 

※令和６年１０月末時点での参加予定チーム 

    ※意向調査の結果であり、記載チームの参加を確定するものではない。 

都道府県 参加自治体名 チーム 

北海道 礼文町 １ 

東京都 大島町/八丈町 ２ 

新潟県 佐渡市 １ 

三重県 鳥羽市 １ 

島根県 隠岐の島町 １ 

広島県 大崎上島町 １ 

愛媛県 上島町 １ 

長崎県 対馬市/壱岐市/五島市/新上五島町 ４ 

鹿児島県 
薩摩川内市/西之表市/南種子町・中種子町/屋久島町/奄美市/龍

郷町/瀬戸内町/徳之島・天城町・伊仙町 

８ 

沖縄県 久米島町/石垣市/宮古島市（２チーム）/竹富町 ５ 

 

（３） 派遣審判員（予定） 

沖縄県軟式野球連盟審判部（那覇）から派遣予定の審判員。 

都道府県 内容 派遣人数 

沖縄県 沖縄県軟式野球連盟審判部 ５ 

※8月18日（来島）～8月20日（離島） 

※島内審判員の定員により変更あり 

 

（４） 宿泊手配業務 

大会期間中の各参加者の宿舎を確保し公平性のある配宿をすること。宮古島市へ

の入島及び宮古島市からの離島は次の日程とするが、必要により最小限での前泊・
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後泊も対応すること。また、離島日は８月２２（金）とし、島外での宿泊を極力減

らすように対応すること。 

なお、下記⑤⑥は手配のみとし、その費用は当該機関の負担とする。以降の業務

内容においても同様とする。 

 

① 参加チームの宿泊施設の確保・配宿、食事の提供等とすること。 

② 宿舎内での食事（朝・夕）を基本とするが、食事が提供できない施設の場合は食

事場所を確保すること。 

③ 参加チームの開催地までの移動に伴う宿舎を確保すること。 

④ 派遣審判員の宿舎の確保、食事の提供等を計画すること。 

⑤ 大会役員の宿舎の確保、食事の提供等を計画すること。 

⑥ 各自治体の帯同職員の宿舎の確保、食事の提供等を計画すること。 

⑦ 選手の保護者に対して宿泊の協力をすること。 

 

（５） 交通 

次の期間に宮古島市へ入島及び宮古島市から離島とするが、必要により最小限での 

前泊・後泊も対応すること。 

自：令和７年８月１８日（月）、開会式に間に合うように宮古島市に入島 

 至：令和７年８月２２日（金）、宮古島市を離島 

 

（６）輸送手配業務 

①安全円滑な輸送が実現できるよう輸送計画を策定し運営すること。 

②参加チームの基幹空港から開催地までの移動にかかわる効率的な輸送計画を提案す

ること。 

③島内基幹空港からの宿舎までの輸送ルートを提案すること。 

④大会スケジュールに沿った宿舎から開会式会場、大会会場、２１日（木）のさよな

らパーティー会場等への輸送計画を策定すること。 

⑤大会期間中に必要なバスの台数を確保すること。 

⑥バスの運行については以下を整備すること。 

ア 指示系統を整備し、運行管理体制を確立する。 

イ 業務内容を検討し、業務マニュアルを作成する。 

ウ バス、乗用車等の誘導動線を検討し、図面を作成する。 

エ 車両ステッカー（バスＩＤ、車両ステッカー、バスマスク）のデザインを作成

し、必要数及び配布・運用方法を提示する。 

オ 場内において車両、看板等誘導サインの設置箇所、サイン内容等を検討し、図

面を作成する。 

カ 突発的な故障や事故により運行車両が走行困難になった場合等、想定される緊

急事案発生時の対応及び連絡体制の計画を作成する。 
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（７）弁当手配業務 

① 大会参加者の弁当事前発注・当日の配布・空箱回収計画を策定すること。 

② 配布について、夏季の時期を考慮し、特に試合時間に支障が出ないように十分に

留意すること。 

③ 各試合会場での手配(発注)を基本とすること。 

（８）イベント保険等 

   旅行保険対象者以外の、実行委員会委員やスタッフ・ボランティア等が加入するイ

ベント保険等について、大会内容に適応したものを提案すること。 

（９）自由提案 

これまでの各種大会等の経験を踏まえ、本大会の開催において、交流・教育・観光

の観点を含み、独自の施策があれば提案すること。 

（１０）業務スケジュール 

企画提案書に基づく、大会終了までの全体スケジュールについて作業工程等できる

限り具体的に記載すること。 

（１１）業務実施体制 

本業務遂行にあたっての体制（組織、業務分担、担当及び実行委員会との連絡体制

等）に加えて、業務全般において緊急・不測の事態が発生した場合への対応・体制に

ついて記載すること。 

（１２）業務実績 

過去に開催された全国規模のスポーツ大会又は大規模イベント等の宿泊・輸送等業

務の受託実績ついて記載すること。 

 

６ 企画提案に基づく宿泊・輸送等業務全体経費の概算見積書 

（１） 企画提案書に基づく大会開催に係る宿泊･輸送等業務に関する全体経費を算出し、

その見積書を提出すること。（交通費、宿泊費、食事その他諸経費等。ただし、旅行

保険は含まず、「（２）」にて提示すること。なお、明細等はできる限り明らかにす

ること。） 

なお、本大会は各参加自治体より負担金を徴収し、大会運営を行うが、負担金の

範囲内は以下のとおりである。 

 

      （負担金の範囲） 

・参加チーム一行２１名の基幹空港から開催地までの移動に要する基幹交通費 

   ・一行２１名の宿泊費（２食付） 

   ・一行２１名の大会期間中（８月１８日～２１日）の昼食 

   ・開催地内での移動に係る費用 

 

また、参加チーム（自治体）ごとの全体金額が明記されたものを提出すること。

（任意様式とするが、下記例を参考にすること。） 
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 （記入例） 

№ 自治体名 全体金額 備   考 

１ ○○町 〇〇〇円 詳細別紙① 

２ ○○町 〇〇〇円 詳細別紙② 

３ ○○市 〇〇〇円 詳細別紙③ 

～  ～  ～  ～  

２４ ○○市 〇〇〇円 詳細別紙㉔ 

２５ ○○町 〇〇〇円 詳細別紙㉕ 

注） 宮古島市内での宿泊・送迎バスなどは、各チーム明細分へ含めるものとし、各詳細内

訳に、その区分（算出項目・金額）が明記されていること。ただし、現時点での算定に

おいて、細分化できない場合は、一覧総括表に「送迎バス」として一括料金を記載して

も可であるが、次項「（３）経費算出条件」には十分注意し計上すること。 

 

  （２） 提案者からの業務に付随するその他企画提案内容、提案したい旅行保険（保険料・

補償内容）、台風対策、業務受託にあたっての企業ＰＲ・プレゼンしたい事項、準備進

捗状況、さらには経費明細書では明記できないその他の事項など必要により記載され

たもの。（書式や記載方法は任意） 

 

（３） 経費算出条件 

下記①～⑥を経費算出の条件とし、消費税を含む金額とすること。 

経費の算出にあたっては、現段階で提案者が把握する航路日程、交通費用で提案す

るものとする。 

また宮古島市内での宿泊料について、旅行代理店手数料が必要な場合についても計

上すること。ただし、選定された者の提案書に記載された経費をもって、今回算出対

象経費区分における主催者側の予算額とするため、今後経費の増減が発生した場合は、

選定者において、予算の範囲内で提案内容を履行することが基本であるため、経費算

出にあたっては、十分精査のうえ提出すること。 

なお、主催者から別途依頼業務が新たに生じた場合、また、今回算出対象費区分に

おいて増額が発生した場合でも、提案者に瑕疵がなく、正当な理由が客観的に証明で

き、双方で合意確認することができた場合に限り予算額の加算を検討することにする

ため、安易な経費節減での算出提案は避けること。 

① 参加チーム（自治体）の基幹空港から宮古島市までの移動（往復）に要する基幹

交通費 

自：令和７年８月１７日（日）または１８日（月）  

各島を出発し開会式に間に合う時間帯までに宮古島市へ入島 

至：令和７年８月２２日（金）  

２２日中に宮古島市を離島し、各島へ到着 

② 参加チーム（自治体）の上記①による移動時と大会期間中（８月１７日（日）ま
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たは１８日（月）～８月２１日（木））の宿泊費（２食付）及び８月１８日（月）

～８月２１日（木）の宮古島市内での各チームの弁当必要数の取りまとめ。 

③ 派遣審判員の基幹空港から宮古島市までの移動（往復）に要する基幹交通費、及

び島内での移動に係る交通費 

自：令和７年８月１８日（月）監督・審判会議時間帯までに宮古島市へ入島 

至：令和７年８月２０日（水） 

④ 派遣審判員の１８日（月）～８月２０日（水）の宿泊費（２食付）及び８月１９

日（火）～８月２０日（水）の宮古島市内での弁当必要数の取りまとめ。 

⑤ 宮古島市内での下記区間での移動に係るバスの経費及び運行計画 

ア） ８月１７日（日）以前に宮古島市に入島した場合、宮古島空港、下地島空港か

ら宿泊所までの移動 

イ） ８月１８日（月）に宮古島空港、下地島空港もしくは前泊宿泊所から開会式

会場までの移動及び開会式会場から宿泊所までの移動 

ウ） ８月１９日（火）～８月２１日（木）で開催される大会（野球試合）中の宿泊

所から各試合会場、各試合会場から宿泊所、その他の移動。 

エ） ８月２２日（金）の宿泊所から宮古島空港、下地島空港までの移動 

⑥ 「５ 業務内容（４）-②に示す食事、（８）」に示すイベント保険 

 

７ 業務責任者及び業務担当者 

（１）受注者は、業務の実施に当たって業務責任者を定め、氏名その他必要な事項を書面

により通知すること。業務責任者は、本仕様書等に基づき、適正に業務を実施しなけ

ればならない。 

（２）受注者又は業務責任者は、業務担当者を定めた場合は、氏名その他必要な事項を書

面により通知すること。 

（３）業務責任者は、業務担当者を兼ねることができる。 

 

８ 打ち合せ等 

業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者又は業務担当者と実行委員会は密接な

連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を解明するものとし、その内容については、そ

の都度受注者が打合せ簿に記録し、相互に確認しなければならない。 

 

９ 提出書類等 

受注者は、次の計画書等の書類を実行委員会に提出しなければならない。各書類の提出

期限については、実行委員会と協議のうえ、指定された日とする。 

（１）業務責任者等選任通知 

（２）業務計画書・工程表 

（３）最終成果品 

① 報告書類 
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ア 参加チーム等の開催地までの移動計画 

イ 配宿計画 

ウ 輸送実施計画 

エ 運営業務にかかわる積算書 

オ 業務実績報告書 

（４）完了届、その他実行委員会が指示する書類等 

 

１０ 適用 

本仕様書は、本業務の基本的事項について定めるものであり、本仕様書に明示されてい

ない事項又は疑義が生じた事項については、実行委員会が指示し、又は実行委員会と協議

のうえ決定するものとする。 

 

１１ その他 

（１）受注者は、本仕様書及び関係法令・条例等を遵守し、誠実かつ円滑に業務を遂行す

ること。 

（２）提出書類等に不備があった場合は、候補者決定後であっても決定を解除することが

ある。 

（３）受注者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。この業務が終了

し、又は解除された後においても同様とする。特に個人情報については、細心の注意

を払い処理すること。 

（４）受注者は、実行委員会の承諾を得た場合を除き、本業務の全部又は本仕様書におい

て指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

（５）本業務で作成した成果品等についての版権及び著作権は、発注者である実行委員会

に帰属するものとする。 

（６）受注者は、実行委員会に対し、豊富な情報や技術、専門知識等を生かし多角的なア

ドバイス、支援を行うこと。 

（７）受注者は、本大会の理念や目的を理解した上で大会運営に協力をすること 

 

以上 


